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[質疑応答]

司会:西村報告の意義は、ボランテイ アの史

料保存団体を組織化=NPO法人化し、史

料保存機関のない自治体における積極的な

行政との連携を模索するなど、新しい史料

保存活動の段階を切り開いたところにあ

る。

〔問) NPO法人の会員数・会費について。

〔答〕南伊豆町民、学習院大学院生、教育委

員会職員に加え、史料修復関係者、大学教

員を含め現在14名。会費は、正会員(個人)

が3，000円、賛助会員が1，000円。

〔問〕任意団体である甲州史料調査会を法人

化してしまうと、様々な規制により、自由

な活動が制限されてしまうとあるが、その

規制とは具体的に何か。

〔答) NPO法人の場合、各種書類の提出が

要求される。会計 ・活動内容を逐一報告し

なくてはならない。また役員が変わると、

変更手続きが必要となる。

〔問〕法人が長続きするためには、今後会費

を上げることもありうるのか。

〔答〕 会費については定款で決まってお り、

上げるとなると、総会で決めなくてはなら

ない。金銭的な負担は強いられるが、現状

維持でやっていくつもりである。

司会:賛助会員を含めた会員数は。

〔答)18名プラス 1団体。

〔問〕 理念と して掲げている後継者、人材の

育成をどのように行っていくのか。

〔答〕 後継者育成のために、教育現場では、

地域の歴史資料を知る機会をつくる ことが

必要であると思う 。このことにより若い世

代が 「歴史資料保存」の担い手としての意

識を自覚し、後継者へと育っていくものと

考える。

〔問〕修復の話に関連して、表具師は、古文

書・書画の修復を通して地域住民と密接な

関わりを持っている。表具師との日頃から

の連携が大切であると実感している。

NPO法人で は、 どのように表具師と関

わっているのか。

〔答〕南伊豆町には表具庖が1軒ある。表具

庖を通して保存の取り組みを訴えていくの

は重要で、あ りかっ効果的であると考える。

〔問〕大分県にも史料保存を行うNPO法人

がある。どの NPO法人も参加者や資金の

確保は課題であろう。 cl公文書館設置まで

考えているか、②NPOとして維持は可能

か。さらに、財政面での展望は。

〔答〕①南伊豆町の郷土館が、公文書保存機

関としての役割を担えるように、 NPO自

身取り組んでいきたい。②財政面では、現

状赤字である。しかし、ここ数年は経験知

を蓄える ことに徹底したい。「金策奔走J
では本末転倒に陥りがちであると考える。

司会:大分における公文書館をサポートする

NPO法人の活動を紹介してほしい。

〔答〕 ①公文書整理のサポート、 ②平成大合

併における文書散逸を防ぐこ と、③県史編

纂の引継ぎ、が活動趣旨である。

〔問〕 ①認証の場所は東京であるが、活動拠

点は南伊豆、ということに問題はないのか、

②今後の運営について。

〔答〕 ① NPOを設立するに当たっては、事

務所が必要。活動地を固定化しないために

も、自宅を事務所に登録した。南伊豆は遠

隔地であり、活動(年6回・通算14日間)

には限界がある。また活動拠点を変更する

と、 登記の変更も行わなくてはならない。

②後継者の育成に重点をおきたい。

〔問〕 複数の都道府県を跨いで、都道府県を

超えたレベルでの認証も可能であろ う。

〔答〕都道府県を跨ぐと、内閣府の管轄とな

るため、そのような形態は考えていない。

司会:文書館と NPOの連携という観点から



資料ふあいる 全史料協第33回 (茨城)大会 研修会の記録的

の意見を求めたいが。

〔間) NPO法人にな ったことで得た活動の

メリットを伺いたい。

〔答〕助成金への応募や打診が可能になった

ことが大きい。また、 NPOという組織に

よって、 町会議員・教育委員長と直接話す

機会を得たことも大きなメリットである。

司会 :文化財保護行政と NPOとの連携や接

点、に関しての発言を求めたい。

〔間〕 ①史料保管施設について地元との話し

合いはなされているのか、②収集史料の公

開及び援助は、 ③史料整理後の保存はどの

ようになっているのか。

〔答〕 ①特に行われていない。そのための収

蔵施設がない。② ・①保存活動後は、現地

所蔵者のお宅へ戻すことにしている。公開

という観点では、南伊豆町郷土館でのパネ

ル展示や、研究材料の蓄積がそれに該当す

ると考えられる。第一に歴史資料を保存す

るという意識を現地に残すことが大切であ

る。

〔問〕 南伊豆町において町指定文化財のア

ピールはなされているのか。

〔答〕現在、文化財指定という観点からは考

えていない。文化財であるものと、そうで

ないものとの差が生じることは、我々の理

念と相違するからである。この理念そのも

ののアピールを繰り返していきたい。

司会 :西村氏の活動な どによって、「地域の

史料は、地域で守る」という史料保存活

動の方法は深化したといえる。 しかし、

史料保存を担う「人jの問題は、現実に

は地方と中央では格差があると感じてい

る。史料保存の理念と方法を、次の世代

にどのように継承していくか、人材育成

の問題が次の課題として浮き彫りになっ

たと思う 。

※ 本研修会では質疑応答の部分が録音され

ていなかったため、発言者の意図が正確に記

述できなかった部分もあるかと思われる。ご

了承をお願いしたい。(記録)




